
近年の状況

✔ 客の手が届かない場所（鍵付きのショーケース内等）

✔ 従業員が常駐する場所から見える場所（レジ付近等）

近年、本来の使用量を逸脱して一般用医薬品等を過剰

に摂取する（過量服薬）事案が発生している中、ドラッグ

ストア等における一般用医薬品の万引き事案も発生して

います。

配置
場所

✔ 最小限の陳列
✔ 空箱や商品カードの陳列（レジでの交換）

陳列
方法

✔ 防犯タグ等の万引き防止機器の取付け
防犯
機器
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● 濫用等のおそれのある医薬品（厚生労働省指定）※R6.10.31現在
・ ジヒドロコデイン （例：ブロン、エスエスブロン錠、パブロンゴールドＡ、新ルルＡ錠、新トニン咳止め液、ベンザブロックＬ 等）

・ ブロムワレリル尿素 （例：ウット、ナロンエース等）

・ エフェドリン （有名製品での含有なし）

・ コデイン （例：アネトンせき止め液等）

・ プソイドエフェドリン （例：ベンザブロックＬ 等）

・ メチルエフェドリン （例：エスエスブロン錠、パブロンゴールドＡ、新ルルＡ錠、アネトンせき止め液等）

の６成分を含む医薬品

● その他情報による過量服薬の懸念がある成分（製品）
・ デキストロメトルファン （例：メジコン咳止めＰｒｏ、新コンタック）

・ ジフェンヒドラミン （例：レスタミン）

・ アリルイソプロピルアセチル尿素 （例：イブＡ錠） など

対象の医薬品

✔ 短期間での棚卸しなど
在庫
管理

上記の医薬品については、過量服薬を繰り返す者だけでなく、譲り渡す目的

で万引きする者もいるため、以下のポイントを参考に防犯対策の徹底をお願い

します。
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